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石川県景観計画における特別地域に指定されることにより、今までよりも小さな建物の建築
等の行為から「届出」が必要となります。

小規模な建築物や屋外広告物についてのお願い
能登の里山里海の景観を保全するため、届出が不要な建築物（建築面積200㎡以下）の建築等や屋外広告物
を掲出する場合においても、周辺と調和した色彩を使用するなど、良好な景観の維持・保全にご協力ください。

いしかわ景観総合計画の変更
（特別エリアの追加）

　今なお能登らしい里山里海が色濃く残る海岸
沿いの景観を保全するため、海岸沿線（右図❶
❷）をいしかわ景観総合計画の特別エリアに追
加します。

石川県景観計画の変更
（特別地域の追加）

　いしかわ景観総合計画（方針）の変更に併
せ、石川県景観計画においても、のと里海エリア
（右図❶）をのと里海地域に、また、のと里山海道
沿線の直線化事業区間（内灘町地内、右図❷）を
特別地域に追加指定し、届出による規制誘導の
強化を図ります。
　また、景観行政団体である七尾市と輪島市に
おいても、連続的な景観形成の観点から、県と
連携し、それぞれの景観計画をいしかわ景観総
合計画と整合する形で、変更します。

いしかわ景観総合計画とは
いしかわ景観総合計画は、県全域の景観形成に関
する基本的かつ総合的な方針を示すものです。景
観行政団体である県や市町が、この計画に基づき
「景観計画」という具体的な基準を定めることで、県
土の連続的な景観形成を図っています。

海や山などの自然と集落との調和 黒い甍（いらか）の波 連続する下見板張りの家々

後世に伝えたい能登の美しい景観

能登の海、そこから続く丘陵地の緑にとけ込むよう、また、特徴的な建築意匠である「下見板
張り・黒瓦」に配慮した色彩基準を設けました。外壁と屋根の色彩は、その範囲内で周辺と
調和したものを使用する必要があります。

下見板張りの色彩例

外壁には、グレーや茶系など周辺の下見板の
色彩と調和する色を使用してください。

黒瓦の色彩例

屋根には、濃いグレーや黒など
黒瓦と類似する色を使用してください。

⬅ 詳細については、中面を参照

●届出対象行為

里山里海
景観の保全

能登の

（平成27年3月）

（いずれも平成27年3月31日告示、平成27年10月1日施行）

　県では、いしかわ景観総合条例（以下、「条例」という。）
を平成２０年に制定し、美しい石川の景観を保全・創出
する取組みを進めてまいりました。平成２３年には、「能
登の里山里海」が世界農業遺産に認定され、その景観
が高く評価されたところです。
　この美しい能登の里山里海景観を保全するため、今
なお能登らしい里山里海が色濃く残る、能登の海岸沿
線を条例に基づく特別地域等に追加指定します。

※1 のと里海地域のみ

❖ 今までより小規模な建物の新築・増築等から届出が必要となります。　

❖ 屋根と外壁に能登の里山里海と調和した色彩を使用※1する必要があります。

特別地域の追加指定により、建築物の建築等の際のルールが２つ変わります。
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ルール 1

ルール 2

ルール 2

羽咋市、志賀町地内　　

珠洲市、穴水町、能登町地内

内灘町地内

中能登土木総合事務所建築課　　　

奥能登土木総合事務所分室建築課　

津幡土木事務所建築課

お問い合わせ先

※七尾市、輪島市の区域については、各市の担当課にお問い合わせ下さい

七尾市本府中町ソ27番9
Tel.0767-52-7604

輪島市三井町洲衛10部11番1
Tel.0768-26-2353

河北郡津幡町加賀爪ヌ111-1
Tel.076-289-4161

石川県土木部景観形成推進室　　　 Tel.076-225-1759金沢市鞍月1丁目1番地

その他制度全般に関するお問い合わせ、事前相談

個別の計画に関するお問い合わせ、事前相談
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特別地域追加指定
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色彩基準（別表）

ただし、次に掲げる場合には適用しない。
①表面に着色しない素材を使用する場合
②見付面積の５分の１未満の範囲内で、外壁のアクセント色とする場合
③他法令の規定によりこれ以外の色彩とする場合
④その他必要と認める場合

マンセル表での基準

石川県景観計画における特別地域の指定概要

建築物及び工作物

開発行為

●景観形成基準

のと里山海道沿線・千里浜海岸地域2

のと里海地域1

●届出対象行為 

能登の里山里海
景観の保全

市街地部等屋根外観（外壁）

凡　　例
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陸
海隣接する景観形成重要地域
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景観行政団体｢市町｣の区域

新規

変更

行為の種類 建築物の建築等 工作物の建設等 開発行為

規　模
建築面積200㎡超

又は
高さ10m超
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届出から着工までの流れ
一定規模を超える行為をしようとする場合は、あらかじめ県に届出又は通知が必要です。

平成27年10月1日施行

石川県景観計画における特別地域に指定されることにより、今までよりも小さな建物の建築
等の行為から「届出」が必要となります。

小規模な建築物や屋外広告物についてのお願い
能登の里山里海の景観を保全するため、届出が不要な建築物（建築面積200㎡以下）の建築等や屋外広告物
を掲出する場合においても、周辺と調和した色彩を使用するなど、良好な景観の維持・保全にご協力ください。

いしかわ景観総合計画の変更
（特別エリアの追加）

　今なお能登らしい里山里海が色濃く残る海岸
沿いの景観を保全するため、海岸沿線（右図❶
❷）をいしかわ景観総合計画の特別エリアに追
加します。

石川県景観計画の変更
（特別地域の追加）

　いしかわ景観総合計画（方針）の変更に併
せ、石川県景観計画においても、のと里海エリア
（右図❶）をのと里海地域に、また、のと里山海道
沿線の直線化事業区間（内灘町地内、右図❷）を
特別地域に追加指定し、届出による規制誘導の
強化を図ります。
　また、景観行政団体である七尾市と輪島市に
おいても、連続的な景観形成の観点から、県と
連携し、それぞれの景観計画をいしかわ景観総
合計画と整合する形で、変更します。

いしかわ景観総合計画とは
いしかわ景観総合計画は、県全域の景観形成に関
する基本的かつ総合的な方針を示すものです。景
観行政団体である県や市町が、この計画に基づき
「景観計画」という具体的な基準を定めることで、県
土の連続的な景観形成を図っています。

海や山などの自然と集落との調和 黒い甍（いらか）の波 連続する下見板張りの家々

後世に伝えたい能登の美しい景観

能登の海、そこから続く丘陵地の緑にとけ込むよう、また、特徴的な建築意匠である「下見板
張り・黒瓦」に配慮した色彩基準を設けました。外壁と屋根の色彩は、その範囲内で周辺と
調和したものを使用する必要があります。

下見板張りの色彩例

外壁には、グレーや茶系など周辺の下見板の
色彩と調和する色を使用してください。

黒瓦の色彩例

屋根には、濃いグレーや黒など
黒瓦と類似する色を使用してください。

⬅ 詳細については、中面を参照

●届出対象行為

里山里海
景観の保全

能登の

（平成27年3月）

（いずれも平成27年3月31日告示、平成27年10月1日施行）

　県では、いしかわ景観総合条例（以下、「条例」という。）
を平成２０年に制定し、美しい石川の景観を保全・創出
する取組みを進めてまいりました。平成２３年には、「能
登の里山里海」が世界農業遺産に認定され、その景観
が高く評価されたところです。
　この美しい能登の里山里海景観を保全するため、今
なお能登らしい里山里海が色濃く残る、能登の海岸沿
線を条例に基づく特別地域等に追加指定します。

※1 のと里海地域のみ

❖ 今までより小規模な建物の新築・増築等から届出が必要となります。　

❖ 屋根と外壁に能登の里山里海と調和した色彩を使用※1する必要があります。

特別地域の追加指定により、建築物の建築等の際のルールが２つ変わります。

ルール 1

ルール 1

ルール 2

ルール 2

羽咋市、志賀町地内　　

珠洲市、穴水町、能登町地内

内灘町地内

中能登土木総合事務所建築課　　　

奥能登土木総合事務所分室建築課　

津幡土木事務所建築課

お問い合わせ先

※七尾市、輪島市の区域については、各市の担当課にお問い合わせ下さい

七尾市本府中町ソ27番9
Tel.0767-52-7604

輪島市三井町洲衛10部11番1
Tel.0768-26-2353

河北郡津幡町加賀爪ヌ111-1
Tel.076-289-4161

石川県土木部景観形成推進室　　　 Tel.076-225-1759金沢市鞍月1丁目1番地

その他制度全般に関するお問い合わせ、事前相談

個別の計画に関するお問い合わせ、事前相談

届出から着工までの流れ
一定規模を超える行為をしようとする場合は、あらかじめ県に届出又は通知が必要です。

小規模な建築物や屋外広告物についてのお願い

景
観
形
成
基
準
に
基
づ
き
計
画

行
為
の
届
出（
着
手
の
30
日
前
）

届
出
受
付

審
査

基
準
に
適
合

基
準
に
不
適
合

指
導
・
助
言
等

計
画
の
修
正

適
合
通
知

行
為
の
着
手

市町行為者 県

●手続きの流れ

行為者

能
登
の
里
山
里
海
景
観
の
保
全

能登半島は日本海側に突き出ており、
周囲を海に囲まれています。海岸沿い
には、半農半漁の集落が点在しており、
美しい海と集落から形成される能登の
里山里海景観が見られます。

能
登
の
す
ば
ら
し
い
景
観
を

後
世
に
受
け
継
ぐ
た
め
に
、

特
別
地
域
等
に
指
定
し
、

一
定
の
ル
ー
ル
を
用
い
る
こ
と
で
、

景
観
を
保
全
し
ま
す
。

平成27年10月1日施行
特別地域追加指定
のと里海地域

のと里山海道沿線・
　  千里浜海岸地域

凡　　例
景観エリア
陸
海
特別エリア
今回追加された特別エリア

景観形成重要エリア

●いしかわ景観総合計画における特別エリア

のと里海エリア（道路両側100m）

のと里山海道沿線における
直線化事業区間
（道路両側200m）

1

2

特別地域に追加


